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浦添市環境マップを更新しました浦添市環境マップを更新しました浦添市環境マップを更新しました浦添市環境マップを更新しました
浦添市のいい所　面白い所・・・生き物たちなどの情報です。
空寿崎周辺の環境情報を追記しました。
『環境マップ』は、以下の内容を詰め込んだ －浦添市の宝物－ です。

平成20年度版

■インターネット利用
　市公式ホームページ
　アドレス www.city.urasoe.lg.jp 
 暮らしの情報＞ペット・地域環境＞環境マップで検索
■図書の閲覧希望
　市役所８階　環境保全課まで

問い合わせ　環境保全課　☎876－1234（内線3215）

ハブハブ咬症注意警報発令中咬症注意警報発令中
５月から６月は、ハブの活動が活発になり、ハブ咬症被害が多く発生しています。
ハブ対策の知識と理解を深め、ハブによる被害を防止しましょう。

　これらの作業時にハブの被害が最も多く、咬まれる部位は手足が90％以上です。
①必ず長靴を履きましょう。
②草むらでの作業は、最初に草刈り機を用いるようにし、かまなどによる手作業は
　できるだけ避けましょう。
③草刈りや石積みの穴埋めなどの環境整備を心がけましょう。

　山奥で咬まれると、治療までに時間がかかりますので、特に注意しましょう。
①草むらを歩いたり、木などの穴の中に手を入れたりするのは危険です。
②万一に備え、吸引器を持参しましょう。無い時は口で吸い出してください。
　（口の中に傷があると軽い炎症を起こすこともありますが、心配要りません。
　また、毒は飲み込んでも、胃の中で消化分解されるので害はありません。）
③血清のある病院などの場所と、電話番号を確認しておきましょう。
④夜間は懐中電灯を持って行動し、テントのファスナーを閉めましょう。
　（テントの周りにイオウをまいても、ハブを遠ざける効果はありません。）

農作業や草刈り時の注意！

山歩きやキャンプ時の注意！
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浦添市内ハブ等捕獲数

問い合わせ　環境保全課　☎８７６－１２３４　内線（３２１６）

・浦添市全域の環境概況
・自然の残された見どころ
・自然観察に行こう　　　
・てだこ環境調査団
・浦添市の生き物図鑑
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※現在、児童手当を受給
中の方は、６月に現況届
の受付を行います。
なお、通知書を受給者本
人に郵送し、あわせてホ
ームページや広報うらそ
え６月号でもお知らせし
ます。
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